
 

 

 

 

 

 

１ 趣  旨  

   ・絵本にちなんだ実験を親子で行い、科学や読書活動に対する興味・関心を育む。 

   ・理科関係本の読み語りや本の紹介、選び方を絵本専門士に紹介してもらう。 

・ワークショップを通じて本に親しむ。 

   ・親子で一緒に活動することにより、親子活動の楽しさを知る。 

   ・体験活動に興味・関心をもつことで、以降も体験活動をしたいという意欲につなげる。 

２ 主  催  

独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立三瓶青少年交流の家 

３ 講  師  

NPO 法人ガリレオ工房理事 土井美香子氏   

絵本専門士２名（申請中） 

４ 後  援  

島根県教育委員会（申請中）、大田市教育委員会（申請中）、美郷町教育委員会（申請中） 

５ 協  力  

  島根県立三瓶自然館サヒメル（申請中） 

６ 期  日 

令和４年１1 月 19日（土）～20 日（日）＜1泊 2 日＞  

７ 会  場  

国立三瓶青少年交流の家 

８ 参加対象  

主として小学生・中学生とその家族（幼児も可） 

９ 募集定員  

６０人２０家族程度（応募多数の場合は抽選）（最少催行人数：１０人） 

１０ 内容・日程 
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※新型コロナウイルス感染症の感染拡

大状況によっては、日程・内容が変更

になることがあります。 
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令和４年度国立三瓶青少年交流の家  

体験活動普及啓発事業 開催要項 

さんべで科学教室 理科読 



＜問い合わせ＞ 

〒694－0002 島根県大田市山口町山口 1638－12 

独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立三瓶青少年交流の家 

TEL（0854）86－0319 FAX（0854）86－0458 

E-Mail：sanbe-suishin@niye.go.jp 

担当 其山 佳裕 ・ 黒田 純菜 

１１ 参加経費  

大人１,７９０、中学生 2,7９0 円（教材費 1,000円含む）、小学生 2,７０0円（教材費 1,000円含む。）、

幼児 1,4２0 円（参加費には食事代２食分、シーツ等洗濯料 300 円、保険代 2２0 円を含みます。） 

１２ 携 行 品  

着替え、寝間着、洗面用具（シャンプー・せっけん・歯ブラシ等）、雨具（カッパ等）、健康保険証、 

マスク、体温計、その他必要と思われる物（風呂上がりにスリッパがあると便利） 

１３ 申込み方法  

交流の家ホームページの「Web申込みフォーム」からお申し込みください。また、チラシの「申込書」

に必要事項を記入の上、FAX、メールや郵送で申し込むことができます。 

１４ 申込み開始  

令和４年１０月１７日（月） 

１５ 申込み締切  

令和４年１１月 ６日（日） ＜１５時必着＞   

１６ そ の 他  

（１）新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況に応じて、中止や延期になるときがあります。 

（２）事前に交流の家ホームページの「新型コロナウイルス感染症への対応について（お願い）」を確認いただ 

き、理解の上お申し込みください。 

（３）個人情報は、「独立行政法人国立青少年教育振興機構が保有する個人情報の適切な管理に関する規程」等 

に基づき適切に管理し、この事業に関する事務のみに使用し、法令等に定める場合を除いて第三者に開示 

することはありません。 

本事業で職員等が撮影した写真や映像、制作物、感想文等の著作物については、当機構の広報等に使用

する目的で、報告書や刊行物、インターネット（ソーシャルメディアサービスを含む）等に掲載すること

があります。また、新聞社、雑誌社等が発行する刊行物に記事・写真を掲載することもあります。 

なお、当機構がインターネット上に公開した肖像及び著作物について、本人や保護者から削除依頼を受 

けたときは速やかに削除します。ただし、印刷物等については対応できかねるので御了承ください。 

（４）本事業の参加をキャンセルするときは、事業開催日初日の３日前である１１月１６日（水）１５時まで

にお電話で連絡ください。 

それ以降のキャンセルについは、キャンセル料として食事代金の５０％を徴収します。キャンセル料

は、本事業で当所（食堂）が提供する全ての食事が対象となります。キャンセル料の支払方法は、現金書

留のみとし、その際の発送料金等も負担いただくので、御了承ください。  

 

 


